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001 別紙１ 代表企業 設計を担当する企業、施工を担当す
る企業は代表企業にはなれないので
しょうか？

入札説明書第３.２.（１）ア等に規定し
ているとおり、統括マネジメント業務
を主導的に行う（ＳＰＣを設立し、事業
期間にわたり当該ＳＰＣが統括マネジ
メント業務を確実に履行していくため
に必要な組織体制・人材・資金等を
確保・機能させ続ける役割を主導的
に担う）能力を有していると認められ
る場合には可能です。
なお、表欄外の※１に記載のとおり、
個別業務（ご質問にある設計や施工
を含む）を行う協力企業が代表企業
になる場合、「代表企業」として表中
に記載している点にはご留意くださ
い。

002 別紙１ 設計施工
協力企業

設計・施工協力企業は、事業契約書
案別紙２.No48に定義された「個別業
務のマネジメント業務協力企業」にな
りうると考えてよろしいでしょうか？

設計・施工協力企業は、代表企業を
兼ねる場合にのみ代表企業の立場
で個別業務のマネジメント業務協力
企業になりえます。

003 別紙１ 別紙１ その他の第三者は「設計・施工協力
企業又はその他の協力企業から業
務を受託又は請け負う」とあります
が、事業契約書第12条第2項に「乙
は、個別業務のマネジメント業務協
力企業が協力企業等以外の第三者
に乙から受託しまたは請け負った個
別業務のマネジメント業務の全部又
は主たる部分を委託し又は請け負わ
せないようにしなければならない」と
ありますので、個別業務のマネジメン
ト業務の一部であれば、その他の第
三者は代表企業もしくはマネージメ
ント・サポート企業からも業務を請け
負うことが可能であると解してよろし
いでしょうか。

マネジメントサポート企業を設ける旨
や、代表企業が「個別業務のマネジ
メント業務協力企業」になる旨の提案
をした場合には、ご理解のとおりで
す。

004 別紙２ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業
務担当者

設計・施工協力企業からＳＰＣに出向
している者がマネジメント業務担当者
になりうることとなっておりますが、
9/28に公表された事業契約書案に
対する回答書No026では、「個別業
務のマネジメント業務協力企業は、
…代表企業又はマネジメントサポート
企業のみがなりえる」とされておりま
す。設計・施工協力企業も個別業務
のマネジメント業務協力企業になりう
ると考えてよろしいでしょうか？

設計・施工協力企業は、代表企業を
兼ねる場合にのみ代表企業の立場
で個別業務のマネジメント業務協力
企業になりえます。
なお、人員の関係では、代表企業又
はマネジメント・サポート企業が個別
業務のマネジメント業務協力企業に
なった場合は、代表企業又はマネジ
メント・サポート企業に籍を置いたま
まの者がマネジメント業務担当者に
就任することができます。人員がＳＰ
Ｃに出向した場合は、本事業におい
ては、当該人員はＳＰＣの職員と認識
しますので、設計・施工協力企業が
代表企業でない（すなわち個別業務
のマネジメント業務協力企業でない）
場合でも人員をマネジメント業務担
当者としてＳＰＣに出向させることは
可能です。
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